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規 則 

 

災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 四 年 七 月 八 日  

                        三  重  県  知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 四 十 八 号  

災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

災 害 救 助 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 年 三 重 県 規 則 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別 表 一 （ 第 二 条 関 係 ）  別 表 一 （ 第 二 条 関 係 ）  

救 助 の 程 度 、 方 法 及 び 期 間  救 助 の 程 度 、 方 法 及 び 期 間  

救 助 の 程 度 、 方 法 及 び 期 間 は 、 救 助 の 種 類 ご と

に 、 次 に 定 め る 基 準 に よ る も の と す る 。 た だ し 、 こ

の 基 準 に よ る こ と が 困 難 な 特 別 の 事 情 が あ る 場 合

は 、 特 別 基 準 を 設 定 す る こ と が で き る も の と す る 。  

救 助 の 程 度 、 方 法 及 び 期 間 は 、 救 助 の 種 類 ご と

に 、 次 に 定 め る 基 準 に よ る も の と す る 。 た だ し 、 こ

の 基 準 に よ る こ と が 困 難 な 特 別 の 事 情 が あ る 場 合

は 、 特 別 基 準 を 設 定 す る こ と が で き る も の と す る 。  

一  避 難 所 及 び 応 急 仮 設 住 宅 の 供 与   一  避 難 所 及 び 応 急 仮 設 住 宅 の 供 与  

  (一
)

 避 難 所    (一
)

 避 難 所  

   イ ・ ロ  （ 略 ）     イ ・ ロ  （ 略 ）  

   ハ  避 難 所 の 設 置 の た め 支 出 で き る 費 用 は 、 避

難 所 の 設 置 、 維 持 及 び 管 理 の た め の 賃 金 職 員

等 雇 上 費 、 消 耗 器 材 費 、 建 物 の 使 用 謝 金 、 器

物 の 使 用 謝 金 、 借 上 費 又 は 購 入 費 、 光 熱 水 費

並 び に 仮 設 便 所 等 の 設 置 費 （ 法 第 四 条 第 二 項

の 避 難 所 に つ い て は 、 災 害 が 発 生 す る お そ れ

が あ る 場 合 に お い て 必 要 と な る 別 に 定 め る 経

費 ） と し 、 一 人 一 日 当 た り 三 百 三 十 円 以 内 と

す る 。  

   ハ  避 難 所 の 設 置 の た め 支 出 で き る 費 用 は 、 避

難 所 の 設 置 、 維 持 及 び 管 理 の た め の 賃 金 職 員

等 雇 上 費 、 消 耗 器 材 費 、 建 物 の 使 用 謝 金 、 器

物 の 使 用 謝 金 、 借 上 費 又 は 購 入 費 、 光 熱 水 費

並 び に 仮 設 便 所 等 の 設 置 費 と し 、 一 人 一 日 当

た り 三 百 三 十 円 以 内 と す る 。  

   ニ ・ ホ  （ 略 ）     ニ ・ ホ  （ 略 ）  

   ヘ  法 第 四 条 第 一 項 第 一 号 の 避 難 所 を 開 設 で き

る 期 間 は 、 災 害 発 生 の 日 か ら 七 日 以 内 と し 、

同 条 第 二 項 の 避 難 所 を 開 設 で き る 期 間 は 、 法

第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 救 助 を 開 始 し た 日

か ら 、 別 に 定 め る 日 ま で の 期 間 と す る 。  

   ヘ  避 難 所 を 開 設 で き る 期 間 は 、 災 害 発 生 の 日

か ら 七 日 以 内 と す る 。  

  (二
)

 応 急 仮 設 住 宅    (二
)

 応 急 仮 設 住 宅  

    応 急 仮 設 住 宅 は 、 住 家 が 全 壊 、 全 焼 又 は 流 失

し 、 居 住 す る 住 家 が な い 者 で あ つ て 、 自 ら の 資 力

で は 住 家 を 得 る こ と が で き な い も の に 、 建 設 し 供

与 す る も の （ 以 下 「 建 設 型 応 急 住 宅 」 と い

う 。 ） 、 民 間 賃 貸 住 宅 を 借 り 上 げ て 供 与 す る も の

（ 以 下 「 賃 貸 型 応 急 住 宅 」 と い う 。 ） 又 は そ の 他

適 切 な 方 法 に よ り 供 与 す る も の と す る 。  

    応 急 仮 設 住 宅 は 、 住 家 が 全 壊 、 全 焼 又 は 流 失

し 、 居 住 す る 住 家 が な い 者 で あ つ て 、 自 ら の 資 力

で は 住 家 を 得 る こ と が で き な い も の に 、 建 設 し 供

与 す る も の （ 以 下 「 建 設 型 応 急 住 宅 」 と い

う 。 ） 、 民 間 賃 貸 住 宅 を 借 り 上 げ て 供 与 す る も の

（ 以 下 「 賃 貸 型 応 急 住 宅 」 と い う 。 ） 又 は そ の 他

適 切 な 方 法 に よ り 供 与 す る も の と す る 。  

   イ  建 設 型 応 急 住 宅     イ  建 設 型 応 急 住 宅  

    (イ
)

 （ 略 ）      (イ
)

 （ 略 ）  

    (ロ
)

 建 設 型 応 急 住 宅 の 一 戸 当 た り の 規 模 は 、

応 急 救 助 の 趣 旨 を 踏 ま え 、 知 事 が 地 域 の 実

情 、 世 帯 構 成 等 に 応 じ て 設 定 し 、 そ の 設 置

    (ロ
)

 建 設 型 応 急 住 宅 の 一 戸 当 た り の 規 模 は 、

応 急 救 助 の 趣 旨 を 踏 ま え 、 知 事 が 地 域 の 実

情 、 世 帯 構 成 等 に 応 じ て 設 定 し 、 そ の 設 置
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の た め に 支 出 で き る 費 用 は 、 原 材 料 費 、 労

務 費 、 付 帯 設 備 工 事 費 、 輸 送 費 及 び 建 築 事

務 費 等 と し 、 六 百 二 十 八 万 五 千 円 以 内 と す

る 。  

の た め に 支 出 で き る 費 用 は 、 原 材 料 費 、 労

務 費 、 付 帯 設 備 工 事 費 、 輸 送 費 及 び 建 築 事

務 費 等 と し 、 五 百 七 十 一 万 四 千 円 以 内 と す

る 。  

    (ハ
)

～ (ト
)

 （ 略 ）      (ハ
)

～ (ト
)

 （ 略 ）  

   ロ  （ 略 ）     ロ  （ 略 ）  

 二  炊 き 出 し そ の 他 に よ る 食 品 の 給 与 及 び 飲 料 水 の

供 給  

 二  炊 き 出 し そ の 他 に よ る 食 品 の 給 与 及 び 飲 料 水 の

供 給  

  (一
)

 炊 き 出 し そ の 他 に よ る 食 品 の 給 与    (一
)

 炊 き 出 し そ の 他 に よ る 食 品 の 給 与  

   イ ・ ロ  （ 略 ）     イ ・ ロ  （ 略 ）  

   ハ  炊 き 出 し そ の 他 に よ る 食 品 の 給 与 を 実 施 す

る た め 支 出 で き る 費 用 は 、 主 食 、 副 食 及 び 燃

料 等 の 経 費 と し 、 一 人 一 日 当 た り 千 百 八 十 円

以 内 と す る 。  

   ハ  炊 き 出 し そ の 他 に よ る 食 品 の 給 与 を 実 施 す

る た め 支 出 で き る 費 用 は 、 主 食 、 副 食 及 び 燃

料 等 の 経 費 と し 、 一 人 一 日 当 た り 千 百 六 十 円

以 内 と す る 。  

   ニ  （ 略 ）     ニ  （ 略 ）  

  (二
)

 （ 略 ）    (二
)

 （ 略 ）  

 三  被 服 、 寝 具 そ の 他 生 活 必 需 品 の 給 与 又 は 貸 与   三  被 服 、 寝 具 そ の 他 生 活 必 需 品 の 給 与 又 は 貸 与  

   イ ・ ロ  （ 略 ）     イ ・ ロ  （ 略 ）  

   ハ  被 服 、 寝 具 そ の 他 生 活 必 需 品 の 給 与 又 は 貸

与 の た め 支 出 で き る 費 用 は 、 季 別 及 び 世 帯 区

分 に よ り 一 世 帯 当 た り 次 の 額 の 範 囲 内 と す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 季 別 は 、 夏 季 （ 四 月

か ら 九 月 ま で の 期 間 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 及

び 冬 季 （ 十 月 か ら 三 月 ま で の 期 間 を い う 。 以

下 同 じ 。 ） と し 、 災 害 発 生 の 日 を も つ て 決 定

す る 。  

   ハ  被 服 、 寝 具 そ の 他 生 活 必 需 品 の 給 与 又 は 貸

与 の た め 支 出 で き る 費 用 は 、 季 別 及 び 世 帯 区

分 に よ り 一 世 帯 当 た り 次 の 額 の 範 囲 内 と す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 季 別 は 、 夏 季 （ 四 月

か ら 九 月 ま で の 期 間 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 及

び 冬 季 （ 十 月 か ら 三 月 ま で の 期 間 を い う 。 以

下 同 じ 。 ） と し 、 災 害 発 生 の 日 を も つ て 決 定

す る 。  

    (イ
)

 住 家 の 全 壊 、 全 焼 又 は 流 失 に よ り 被 害 を

受 け た 世 帯  

    (イ
)

 住 家 の 全 壊 、 全 焼 又 は 流 失 に よ り 被 害 を

受 け た 世 帯  

 世 帯  

区 分  

季 別  

一 人
世 帯  

二 人
世 帯  

三 人
世 帯  

四 人
世 帯  

五 人
世 帯  

六 人 以 上 一 人

を 増 す ご と に

加 算 す る 額  

  世 帯  

区 分  

季 別  

一 人
世 帯  

二 人
世 帯  

三 人
世 帯  

四 人
世 帯  

五 人
世 帯  

六 人 以 上 一 人

を 増 す ご と に

加 算 す る 額  

 

    

 

夏 季  

一 万
八 千

七 百
円  

二 万
四 千

円  

三 万
五 千

六 百
円  

四 万
二 千

五 百
円  

五 万
三 千

九 百
円  

七 千 八 百 円  

  

夏 季  

一 万
八 千

八 百
円  

二 万
四 千

二 百
円  

三 万
五 千

八 百
円  

四 万
二 千

八 百
円  

五 万
四 千

二 百
円  

七 千 九 百 円  

 

 

冬 季  

三 万  

千 円  

四 万  

百 円  

五 万  

五 千
八 百

円  

六 万  

五 千
三 百

円  

八 万  

二 千
二 百

円  

一 万 千 三 百 円  

  

冬 季  

三 万  

千 二
百 円  

四 万  

四 百
円  

五 万  

六 千
二 百

円  

六 万  

五 千
七 百

円  

八 万  

二 千
七 百

円  

一 万 千 四 百 円  

 

    

    (ロ
)

 住 家 の 半 壊 、 半 焼 又 は 床 上 浸 水 に よ り 被

害 を 受 け た 世 帯  

    (ロ
)

 住 家 の 半 壊 、 半 焼 又 は 床 上 浸 水 に よ り 被

害 を 受 け た 世 帯  

 世 帯  

区 分  

季 別  

一 人
世 帯  

二 人
世 帯  

三 人
世 帯  

四 人
世 帯  

五 人
世 帯  

六 人 以 上 一 人

を 増 す ご と に

加 算 す る 額  

  世 帯  

区 分  

季 別  

一 人
世 帯  

二 人
世 帯  

三 人
世 帯  

四 人
世 帯  

五 人
世 帯  

六 人 以 上 一 人

を 増 す ご と に

加 算 す る 額  

 

    

 

夏 季  

六 千
百 円  

八 千
二 百

円  

一 万
二 千

三 百
円  

一 万
五 千

円  

一 万
八 千

九 百
円  

二 千 六 百 円  

  

夏 季  

六 千
百 円  

八 千
三 百

円  

一 万
二 千

四 百
円  

一 万
五 千

百 円  

一 万
九 千

円  

二 千 六 百 円  

 

 冬 季  九 千  一 万  一 万  二 万  二 万  三 千 六 百 円    冬 季  一 万  一 万  一 万  二 万  二 万  三 千 六 百 円   
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九 百
円  

二 千
九 百

円  

八 千
三 百

円  

千 八
百 円  

七 千
四 百

円  

 

  

 

円  三 千
円  

八 千
四 百

円  

千 九
百 円  

七 千
六 百

円  

 

 

   ニ  （ 略 ）     ニ  （ 略 ）  

 四 ・ 五  （ 略 ）   四 ・ 五  （ 略 ）  

 六  被 災 し た 住 宅 の 応 急 修 理   六  被 災 し た 住 宅 の 応 急 修 理  

   イ  （ 略 ）     イ  （ 略 ）  

   ロ  住 宅 の 応 急 修 理 は 、 居 室 、 炊 事 場 、 便 所 等

日 常 生 活 に 必 要 最 小 限 度 の 部 分 に 対 し 、 現 物

を も つ て 行 う も の と し 、 そ の 修 理 の た め 支 出

で き る 費 用 は 、 一 世 帯 当 た り 次 に 掲 げ る 額 以

内 と す る 。  

   ロ  住 宅 の 応 急 修 理 は 、 居 室 、 炊 事 場 、 便 所 等

日 常 生 活 に 必 要 最 小 限 度 の 部 分 に 対 し 、 現 物

を も つ て 行 う も の と し 、 そ の 修 理 の た め 支 出

で き る 費 用 は 、 一 世 帯 当 た り 次 に 掲 げ る 額 以

内 と す る 。  

    (イ
)

 (ロ
)

に 掲 げ る 世 帯 以 外 の 世 帯  六 十 五 万 五

千 円  

    (イ
)

 (ロ
)

に 掲 げ る 世 帯 以 外 の 世 帯  五 十 九 万 五

千 円  

    (ロ
)

 半 壊 又 は 半 焼 に 準 ず る 程 度 の 損 傷 に よ り

被 害 を 受 け た 世 帯  三 十 一 万 八 千 円  

    (ロ
)

 半 壊 又 は 半 焼 に 準 ず る 程 度 の 損 傷 に よ り

被 害 を 受 け た 世 帯  三 十 万 円  

   ハ  住 宅 の 応 急 修 理 は 、 災 害 発 生 の 日 か ら 三 箇

月 以 内 （ 災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 三 十 六 年 法 律

第 二 百 二 十 三 号 ） 第 二 十 三 条 の 三 第 一 項 に 規

定 す る 特 定 災 害 対 策 本 部 、 同 法 第 二 十 四 条 第

一 項 に 規 定 す る 非 常 災 害 対 策 本 部 又 は 同 法 第

二 十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 緊 急 災 害 対 策

本 部 が 設 置 さ れ た 災 害 に あ つ て は 、 六 箇 月 以

内 ） に 完 了 す る こ と 。  

   ハ  住 宅 の 応 急 修 理 は 、 災 害 発 生 の 日 か ら 一 箇

月 以 内 に 完 了 す る こ と 。  

 七  （ 略 ）   七  （ 略 ）  

 八  学 用 品 の 給 与   八  学 用 品 の 給 与  

   イ ・ ロ  （ 略 ）     イ ・ ロ  （ 略 ）  

   ハ  学 用 品 の 給 与 の た め 支 出 で き る 費 用 は 、 次

の 額 以 内 と す る 。  

   ハ  学 用 品 の 給 与 の た め 支 出 で き る 費 用 は 、 次

の 額 以 内 と す る 。  

    (イ
)

 （ 略 ）      (イ
)

 （ 略 ）  

    (ロ
)

 文 房 具 費 及 び 通 学 用 品 費      (ロ
)

 文 房 具 費 及 び 通 学 用 品 費  

      小 学 校 児 童  一 人 当 た り  四 千 七 百 円        小 学 校 児 童  一 人 当 た り  四 千 五 百 円  

      中 学 校 生 徒  一 人 当 た り  五 千 円        中 学 校 生 徒  一 人 当 た り  四 千 八 百 円  

      高 等 学 校 等 生 徒  一 人 当 た り  五 千 五 百 円      高 等 学 校 等 生 徒  一 人 当 た り  五 千 二 百 円  

   ニ  （ 略 ）     ニ  （ 略 ）  

 九  埋 葬   九  埋 葬  

   イ ・ ロ  （ 略 ）     イ ・ ロ  （ 略 ）  

   ハ  埋 葬 の た め 支 出 で き る 費 用 は 、 一 体 当 た り

大 人 二 十 一 万 三 千 八 百 円 以 内 、 小 人 十 七 万 九

百 円 以 内 と す る 。  

   ハ  埋 葬 の た め 支 出 で き る 費 用 は 、 一 体 当 た り

大 人 二 十 一 万 五 千 二 百 円 以 内 、 小 人 十 七 万 二

千 円 以 内 と す る 。  

   ニ  （ 略 ）     ニ  （ 略 ）  

 十 ・ 十 一  （ 略 ）   十 ・ 十 一  （ 略 ）  

 十 二  災 害 に よ つ て 住 居 又 は そ の 周 辺 に 運 ば れ た 土

石 、 竹 木 等 で 、 日 常 生 活 に 著 し い 支 障 を 及 ぼ し て

い る も の （ 以 下 「 障 害 物 」 と い う 。 ） の 除 去  

 十 二  災 害 に よ つ て 住 居 又 は そ の 周 辺 に 運 ば れ た 土

石 、 竹 木 等 で 、 日 常 生 活 に 著 し い 支 障 を 及 ぼ し て

い る も の （ 以 下 「 障 害 物 」 と い う 。 ） の 除 去  

   イ  （ 略 ）     イ  （ 略 ）  

   ロ  障 害 物 の 除 去 の た め 支 出 で き る 費 用 は 、 ロ

ー プ 、 ス コ ツ プ そ の 他 除 去 の た め 必 要 な 機

械 、 器 具 等 の 借 上 費 又 は 購 入 費 、 輸 送 費 、 賃

金 職 員 等 雇 上 費 等 と し 、 一 世 帯 当 た り の 平 均

   ロ  障 害 物 の 除 去 の た め 支 出 で き る 費 用 は 、 ロ

ー プ 、 ス コ ツ プ そ の 他 除 去 の た め 必 要 な 機

械 、 器 具 等 の 借 上 費 又 は 購 入 費 、 輸 送 費 、 賃

金 職 員 等 雇 上 費 等 と し 、 一 世 帯 当 た り の 平 均
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が 十 三 万 八 千 三 百 円 以 内 と す る 。  が 十 三 万 七 千 九 百 円 以 内 と す る 。  

   ハ  （ 略 ）     ハ  （ 略 ）  

  十 三  応 急 救 助 の た め の 輸 送 費 及 び 賃 金 職 員 等 雇 上 費   十 三  応 急 救 助 の た め の 輸 送 費 及 び 賃 金 職 員 等 雇 上 費  

   イ  応 急 救 助 の た め の 輸 送 費 及 び 賃 金 職 員 等 雇

上 費 と し て 支 出 で き る 範 囲 は 、 次 に 掲 げ る 場

合 と す る 。  

   イ  応 急 救 助 の た め の 輸 送 費 及 び 賃 金 職 員 等 雇

上 費 と し て 支 出 で き る 範 囲 は 、 次 に 掲 げ る 場

合 と す る 。  

    (イ
)

 被 災 者 （ 法 第 四 条 第 二 項 の 救 助 に あ つ て

は 避 難 者 ） の 避 難  

    (イ
)

 被 災 者 の 避 難  

    (ロ
)

～ (ト
)

 （ 略 ）      (ロ
)

～ (ト
)

 （ 略 ）  

   ロ ・ ハ  （ 略 ）     ロ ・ ハ  （ 略 ）  

附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 規 定 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日

か ら 適 用 す る 。  

  

                   

告 示 

                    

三重県告示第 411 号 

 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 41 条第 1 項の規定により、次のとおり居宅サービス事業者を指定し

ました。 

  令和 4 年 7 月 8 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

介 護 保 険 
事業所番号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者名 
指 定 
年 月 日 

サービス
の 種 類 

2470102670 
訪問介護事業所 ひまわ

りケアサービス はりま 

三重県桑名市播磨 2505-2 大

和ビル 1Ｆ1 号 

株式会社ひまわりケア

サービス 

令和 4 年 

7 月 1 日 
訪問介護 

2470506409 
訪問介護ステーション 
トム 

三重県津市渋見町 330 番地
104 

合同会社武蔵 
令和 4 年 
7 月 1 日 

訪問介護 

2471301529 
訪問介護ステーション 
結明の丘 

三重県名張市夏見 2639 番地 株式会社謙康会 
令和 4 年 
7 月 1 日 

訪問介護 

2460190297 
れんか訪問看護ステーシ

ョン 
三重県桑名市伝馬町 49 ＫＣ株式会社 

令和 4 年 

7 月 1 日 
訪問看護 

2460590462 
くうねる訪問看護ステー
ション 

三重県津市上浜町一丁目 92-
19 

株式会社Ｋｕ－ｎｅｌ 
令和 4 年 
7 月 1 日 

訪問看護 

2460890201 
訪問看護ステーション 
灯 

三重県伊勢市小俣町本町
1277 番地 

合同会社ｃｈｒｏｎｏ
ｓ 

令和 4 年 
7 月 1 日 

訪問看護 

2461390136 
訪問看護ステーション 

結明の丘 
三重県名張市夏見 2639 番地 株式会社謙康会 

令和 4 年 

7 月 1 日 
訪問看護 

2470704137 
デイサービスセンタース
マイル 

三重県松阪市立野町 801-1 
特定非営利活動法人ス
マイルタウン 

令和 4 年 
7 月 1 日 

通所介護 

2472801808 デイサービスつどい 
三重県度会郡玉城町佐田
1102 番地 1 

株式会社ゆう 
令和 4 年 
7 月 1 日 

通所介護 

 

三重県告示第 412 号 

 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 53 条第 1 項本文の規定により、次のとおり介護予防サービス事業者 

を指定しました。 

  令和 4 年 7 月 8 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

介 護 保 険 
事業所番号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者名 
指 定 
年 月 日 

サービス
の 種 類 
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2460190297 
れんか訪問看護ステーシ
ョン 

三重県桑名市伝馬町 49 ＫＣ株式会社 
令和 4 年 
7 月 1 日 

介護予防
訪問看護 

2460590462 
くうねる訪問看護ステー

ション 

三重県津市上浜町一丁目 92-

19 
株式会社Ｋｕ－ｎｅｌ 

令和 4 年 

7 月 1 日 

介護予防

訪問看護 

2460890201 
訪問看護ステーション 
灯 

三重県伊勢市小俣町本町
1277 番地 

合同会社ｃｈｒｏｎｏ
ｓ 

令和 4 年 
7 月 1 日 

介護予防
訪問看護 

2461390136 
訪問看護ステーション 
結明の丘 

三重県名張市夏見 2639 番地 株式会社謙康会 
令和 4 年 
7 月 1 日 

介護予防
訪問看護 

 

三重県告示第 413 号 

身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条第 1 項の規定により、次のとおり医師を指定しました。 

令和 4 年 7 月 8 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

医療機関の名称 所 在 地 医 師 氏 名 担当する障害分野 

伊賀市立上野総合市民病院 伊賀市四十九町 831 番地 冨岡 大資 心臓機能障害 

三重大学 整形外科 
津市江戸橋 2-174   
整形外科学 

千賀 佳幸 肢体不自由 

松阪市民病院 松阪市殿町 1550 番地 安井 浩樹 呼吸器機能障害 

桑名市総合医療センター 桑名市寿町 3 丁目 11 番地 山本 和歌子 
肢体不自由 

呼吸器機能障害 

藤田医科大学 七栗記念病院 津市大鳥町 424-1 角田 哲也 

平衡機能障害 
音声言語機能障害 
そしゃく機能障害 

肢体不自由 

市立四日市病院 四日市市芝田 2 丁目 2-37 坪井 俊樹 じん臓機能障害 

青木記念病院 桑名市中央町 5 丁目 7 番地 池内 一磨 肢体不自由 

市立四日市病院 四日市市芝田 2 丁目 2-37 中瀬 裕貴子 じん臓機能障害 

坂井橋クリニック 桑名市星川 1011-1 廣田 敦也 
心臓機能障害 
じん臓機能障害 
呼吸器機能障害 

鈴鹿回生病院 鈴鹿市国府町 112-1 坂口 充弘 
ぼうこう・直腸機能障害 

小腸機能障害 

花の丘病院 松阪市山室町 707-3 清水 康裕 

平衡機能障害 
音声言語機能障害 
そしゃく機能障害 

肢体不自由 

三重大学医学部附属病院 津市江戸橋 2 丁目 174 番地 小倉 英 肝臓機能障害 

三重大学医学部附属病院 津市江戸橋 2 丁目 174 番地 佐々木 拓 視覚障害 

三重大学医学部附属病院 津市江戸橋 2 丁目 174 番地 鶴賀 龍樹 呼吸器機能障害 

 

三重県告示第 414 号 

身体障害者福祉法施行令（昭和 25 年政令第 78 号）第 3 条第 2 項の規定により、次のとおり指定医師から指定

の辞退がありました。 

令和 4 年 7 月 8 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

医療機関の名称 所 在 地 医 師 氏 名 

市立伊勢総合病院 伊勢市楠部町 3038 鈴木 慶亮 

 

三重県告示第 415 号 

雇用経済部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定めます。 

令和 4 年 7 月 8 日 

                           三 重 県 知 事  一  見  勝  之 
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雇用経済部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 

雇用経済部関係補助金等交付要綱（平成 24 年三重県告示第 250 号）の一部を次のように改正する。 

別表 1(4)の表に次のように加える。 

別表 2 中第 11 号の項を第 13 号の項とし、第 8 号の項から第 10 号の項までを 2 項ずつ繰り下げ、 

「 

                                                                                」 

「 

                                        」 

   附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

 

13 カーボンニュ
ートラル実現
に向けた成長

産業育成・業
態転換に係る
技術開発支援

事業補助金  

県内ものづくり中小企業が行
うカーボンニュートラル実現
に向けた成長分野への事業拡

大、新規参入、業態転換に係
る技術開発の取組を支援する
ことで、本県のものづくり産

業の競争力強化を図る。 

次世代自動車、蓄電池、カーボ
ンリサイクル・マテリアル、新
エネルギー、情報分野等、カー

ボンニュートラル実現に向け、
今後成長が期待される分野への
事業拡大、新規参入、業態転換

を目的として行う技術開発（製
品化を含む。）に要する経費 

別 に 定 め
る。 

別 に 定 め
る。 

14 三 重 県 省 エ
ネ・再エネ等

設備導入加速
化補助金  

県内の中小企業等が原油価
格、電気・ガス料金の高騰等

の影響を克服するため、性能
の優れた省エネ機器への更
新、自己消費用再生可能エネ

ルギー発電装置等の設置への
取組を支援することで、エネ
ルギーコストの削減を図る。 

省エネ機器への更新及び再生可
能エネルギー発電装置等の設置

に要する費用 

別 に 定 め
る。 

県 内 中 小
企業者等 

3 発電用施設周辺地域振
興事業費補助金 

補助事業等により取得し、又は効用の
増加した財産の処分制限期間（昭和
53 年通商産業省告示第 360 号）に定

める処分制限期間に相当する期間 

1 件の取得価額又は効
用の増加価額が 50 万
円以上の機械及び器具 

 を 

4 電源立地地域対策交付
金（水力枠） 

  

5 石油貯蔵施設立地対策
等交付金 

  

6 ものづくり企業競争力

強化事業費補助金 

減価償却資産の耐用年数等に関する省

令に定める耐用年数 

 

7 中小企業支援「新たな
日常」対応補助金 

  

3 発電用施設周辺地域

振興事業費補助金 

補助事業等により取得し、又は効用の

増加した財産の処分制限期間（昭和
53 年通商産業省告示第 360 号）に定
める処分制限期間に相当する期間 

1 件の取得価額又は効

用の増加価額が 50 万
円以上の機械及び器具 

に改める。 

4 電源立地地域対策交

付金（水力枠） 

  

5 石油貯蔵施設立地対
策等交付金 

  

6 ものづくり企業競争
力強化事業費補助金 

減価償却資産の耐用年数等に関する省
令に定める耐用年数 

 

7 中小企業支援「新た

な日常」対応補助金 

  

8 カーボンニュートラ
ル実現に向けた成長
産業育成・業態転換

に係る技術開発支援
事業補助金 

  

9 三重県省エネ・再エ
ネ等設備導入加速化

補助金 
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三重県告示第 416 号 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 37 条第 1 項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定しますの

で、同条第 3 項の規定により、次のとおり告示します。 

 なお、関係図面は、三重県県土整備部道路企画課に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

  令和 4 年 7 月 8 日 

                             三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  道路の種類及び路線名 

道路の種類 路 線 名 占用を制限する区域 

一般県道 上野鈴鹿線 鈴鹿市安塚町から鈴鹿市飯野寺家町まで 

一般県道 上野鈴鹿線 鈴鹿市桜島町から鈴鹿市安塚町まで 

2  制限の対象とする占用物件 

新たに地上に設ける電柱（占用制限の開始日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを

除く｡） 

ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することが

できないと認められる場合は、この限りでない。 

3  占用制限の理由 

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。 

4  占用制限の開始日 

令和 4 年 7 月 8 日 

 

三重県告示第 417 号 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第 1 項の規定により、道路の区域を次のとおり変更しました。 

  なお、関係図面は、三重県県土整備部道路管理課に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

    令和 4 年 7 月 8 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

第 1 

1 道路の種類   県道 

2 路 線 名   津関線 

3 道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延長 メートル 

亀山市関町古厩字西沖 10 番 1 地先から 

亀山市関町古厩字西沖 12 番 1 地先まで 

旧 10.6～18.3 126.6 

  新 12.5～24.3 126.6 

第 2 

1 道路の種類   県道 

2 路 線 名   老ヶ野古田青山線 

3 道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延長 メートル 

津市美杉町八知字マキガ尾 2284 番 17 地先内 
旧 4.4～7.1 47.5 

新 27.4～71.9 47.5 

 

三重県告示第 418 号 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第 2 項の規定により、次の道路の供用を開始します。 

  なお、関係図面は、三重県県土整備部道路管理課に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

    令和 4 年 7 月 8 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日 

県道 
鈴鹿芸濃線 

鈴鹿市三宅町字別所 1681 番 1 地先から 
鈴鹿市三宅町字別所 1687 番 1 地先まで 

令和 4 年 7 月 13 日 
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県道 
鈴鹿芸濃線 

鈴鹿市三宅町字別所 4456 番地先から 
鈴鹿市三宅町字別所 4457 番地先まで 

令和 4 年 7 月 13 日 

県道 

二本木御衣田線 

津市白山町二本木字野田 4365 番 5 地先から 

津市白山町二本木字岩井戸 4429 番 5 地先まで 
令和 4 年 7 月 8 日 

一般国道 
167 号 

志摩市磯部町穴川字土橋 895 番 435 地先から 
志摩市磯部町穴川字土橋 1175 番 1 地先まで 

令和 4 年 7 月 11 日 

県道 
阿児磯部鳥羽線 

鳥羽市浦村町字春尻 1049 番地先から 
鳥羽市浦村町字春尻 1058 番 2 地先まで 

令和 4 年 7 月 8 日 

県道 

名張青山線 

名張市滝之原字中山 3820 番 1 地先から 

名張市滝之原字中山 3798 番 1 地先まで 
令和 4 年 7 月 11 日 

  

三重県告示第 419 号 

 三重県証紙条例（昭和 40 年三重県条例第 12 号）第 5 条第 1 項の規定による販売人の指定を、次のとおり取り 

消します。 

  令和 4 年 7 月 8 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

販売人の名称及び住所 
販 売 所 取 消  

年 月 日 名    称 所  在  地 

ダイヤリックス株式会社

四日市支社 
四日市市塩浜町 1 番地 

ダイヤリックス株式会社
四日市支社 営業部 

四日市市東邦町 1 番地 令和 4 年 7 月 31 日 

 

 

選 管 告 示 

  

三重県選挙管理委員会告示第 43号 

 政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 6 条第 1 項の規定による政治団体の設立の届出及び第 7 条第 1

項の規定による政治団体の届出事項の異動に係る届出がありましたので、同法第 7 条の 2 第 1 項の規定に基づき

公表します。 

  令和 4 年 7 月 8 日 

三重県選挙管理委員会委員長  中  西  正  洋   

1   政治団体の設立 

政治団体の名称  代表者の氏名  会計責任者の氏

名 

 主たる事務所の所在地  届出年月日  備考 

参政党三重支部  菊 池 慶 祐  杉 本 奈 央  鈴鹿市神戸五丁目 2-10  令和 4 年 

5 月 12 日 

  

深水美和子後援会  深 水 美和子  大 西 紀 宏  多気郡多気町多気 5-2  令和 4 年 

6 月 8 日 

  

村田あっと後援会  村 田 あっと  村 田 康 郎  度会郡大紀町阿曽 325-2  令和 4 年  

4 月 7 日 

  

森川とおる後援会  船 見 忠 美  廣 田 篤 是  伊賀市阿山ハイツ 1440-

13 

 令和 4 年 

5 月 12 日 

  

2  届出事項の異動 

政治団体の名称  代表者の氏名  異動事

項 

    新     旧 

 

 異動年月日  備考 

自由民主党桑名市 

支部 

 山 本 佐知子  会計責

任者 

 加 藤 陽 一  飯 田 一 美  令和 3 年 

7 月 31 日 

 政党 

立憲民主党三重県

第 1 区総支部 

 中 川 正 春  代表者  中 川 正 春  松 田 直 久  令和 4 年 

4 月 21 日 

 政党 

立憲民主党三重県  中 川 正 春  代表者  中 川 正 春  坊 農 秀 治  令和 4 年  政党 
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第 4 区総支部 4 月 21 日 

いきいき党  山 原 博 之  政治団

体の名

称 

 いきいき党  いつもいきいき

四日市の会 

 令和 4 年 

4 月 1 日 

  

川崎二郎後援会  中 村 信 通  国会議

員関係

政治団

体の区

分 

 国会議員関係政

治団体以外の政

治団体 

 法第 19 条の 7

第 1 項第 2 号に

係る国会議員関

係政治団体 

 令和 3 年 

10 月 22 日 

  

幸福実現党四日市

後援会 

 小 川 恭 彦  代表者  小 川 恭 彦  山 中 浩 史  令和 3 年 

12 月 22 日 

  

鈴鹿歯科医師会  元 橋 庸 好  代表者  元 橋 庸 好   笠 井 方 尋  令和 3 年  

6 月 16 日 

  

    会計責

任者 

 元 橋 庸 好  笠 井 方 尋     

全国小売酒販政治

連盟三重県支部 

 西 田 孝 行  代表者  西 田 孝 行  小 倉 孝 昭  令和 4 年  

2 月 24 日 

  

    会計責

任者 

 西 田 孝 行  小 倉 孝 昭     

中川哲雄後援会  中 川 進 吾  代表者  中 川 進 吾  安 沢 好 也  令和 4 年 

2 月 23 日 

  

    会計責

任者 

 谷   尚 典  早 川 幸 子     

三重県宅建政治連

盟 

 後 藤 明 德  会計責

任者 

 楢 井 孝 明  冨士松 洋 也   令和 4 年 

5 月 26 日 

  

三重県土地改良政

治連盟 

 末 松 則 子  代表者  末 松 則 子  亀 井 利 克  令和 4 年  

4 月 1 日 

  

 

三重県選挙管理委員会告示第 44号 

 政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 17 条第 1 項の規定による政治団体の解散の届出がありましたの

で、同条第 3 項の規定に基づき公表します。 

  令和 4 年 7 月 8 日 

三重県選挙管理委員会委員長  中  西  正  洋   

政治団体の名称  代表者の氏名  解散年月日    備考 

亀井利克後援会  亀 井 利 克  令和 4 年 5 月 26 日   

中村良子後援会  中 村 良 子  令和 3 年 12 月 31 日   

名張みらい２１研究会  亀 井 喜久雄  令和 4 年 5 月 26 日   

森川徹後援会  永 井   弘  令和 4 年 3 月 31 日   

 

三重県選挙管理委員会告示第 45号 

 政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 19 条第 3 項第 3 号の規定による資金管理団体の届出事項の異動

に係る届出及び同項第 1 号の規定による資金管理団体の指定の取消しの届出がありましたので、同法第 19 条の

2 第 1 項の規定に基づき公表します。 

  令和 4 年 7 月 8 日 

三重県選挙管理委員会委員長  中  西  正  洋   

1  資金管理団体の異動 

資金管理団体の届出

をした者の氏名 

   資金管理団

体の名称 

   異動事項    

 

新    

 

旧  異動年月日 

北 川 裕 之  市民派政治

創造クラブ 

 公職の種類  市長  県議会議員  令 和 4 年 

3 月 9 日 
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2  資金管理団体の指定の取消し 

資金管理団体の届出

をした者の氏名 

   資金管理団体の名称    取消年月日 

亀 井 利 克  亀井利克後援会  令 和 4 年 

5 月 26 日 

中 村 良 子  中村良子後援会  令 和 3 年 

12 月 31 日 

 

三重県選挙管理委員会告示第 46号 

 公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 161 条第 3 項の規定により次のとおり同条第 1 項第 3 号の施設に変

更があった旨、関係選挙管理委員会から報告がありました。 

  令和 4 年 7 月 8 日 

                       三重県選挙管理委員会委員長  中  西  正  洋   

選挙管理委員会名 施 設 名 所 在 地 変更年月日 

津市選挙管理委員会 （変更前）津市美杉

竹原体育館 

（変更後）旧竹原小

学校 

津市美杉町竹原 2796 番地 令和 4 年 6 月 1 日 

津市選挙管理委員会 （変更前）津市美杉

伊勢地体育館 

（変更後）旧伊勢地

小学校 

津市美杉町石名原 1581 番地 2 令和 4 年 6 月 1 日 

津市選挙管理委員会 （変更前）津市美杉

多気体育館 

（変更後）旧多気小

学校 

津市美杉町上多気 1042 番地 5 令和 4 年 6 月 1 日 

津市選挙管理委員会 （変更前）津市美杉

下之川体育館 

（変更後）旧下之川

小学校 

津市美杉町下之川 6098 番地 2 令和 4 年 6 月 1 日 

津市選挙管理委員会 （変更前）旧太郎生

小学校体育館 

（変更後）旧太郎生

小学校 

津市美杉町太郎生 2128 番地 1 令和 4 年 6 月 1 日 

 

三重県選挙管理委員会告示第 47号 

 公職選挙法の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会のできる施設の一部を改正する告示を次の

ように定めます。 

  令和 4 年 7 月 8 日 

三重県選挙管理委員会委員長  中  西  正  洋   

   公職選挙法の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会のできる施設の一部を改正する告示 

 公職選挙法の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会のできる施設（平成 13 年三重県選挙管理

委員会告示第 64 号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

市町村名 施設 所在地 市町村名 施設 所在地 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

津市 旧竹原小学校 津 市 美 杉 町 竹 原

2796 番地 

津市 津市美杉竹原

体育館 

津 市 美 杉 町 竹 原

2796 番地 

津市 旧伊勢地小学 津市美杉町石名原 津市 津市美杉伊勢 津市美杉町石名原
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校 1581番地2 地体育館 1581番地2 

津市 旧多気小学校 津市美杉町上多気

1042番地5 

津市 津市美杉多気

体育館 

津市美杉町上多気

1042番地5 

津市 旧下之川小学

校 

津市美杉町下之川

6098 番地 2 

津市 津市美杉下之

川体育館 

津市美杉町下之川

6098 番地 2 

（略）  （略） （略）  （略）  （略） （略） 

津市  旧太郎生小学   

校 

津市美杉町太郎生

2128 番地 1 

津市 旧太郎生小学

校体育館 

津市美杉町太郎生

2128 番地 1 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

   附 則 

 この告示は、公表の日から施行する。 

 

三重県選挙管理委員会告示第 48号 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 74 条第 1 項及び第 75 条第 1 項の規定による選挙権を有する者の総数

の 50 分の 1 の数並びに同法第 76 条第 1 項、第 81 条第 1 項及び第 86 条第 1 項並びに地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 8 条第 1 項の規定による選挙権を有する者の総数の 80 万を超える

数に 8 分の 1 を乗じて得た数と 40 万に 6 分の 1 を乗じて得た数と 40 万に 3 分の 1 を乗じて得た数とを合算して

得た数を次のとおり告示します。 

 令和 4 年三重県選挙管理委員会告示第 21 号は、廃止します。 

  令和 4 年 7 月 8 日 

三重県選挙管理委員会委員長  中  西  正  洋   

 50 分の 1 の数 29,532 

80 万を超える数に 8 分の 1 を乗じて得た数と 40 万に 6 分の 1 を乗じて得た数と 40 万に 3 分の 1 を乗じて得

た数とを合算して得た数 284,573 

 

三重県選挙管理委員会告示第 49号 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 80 条第 1 項の規定による三重県議会議員選挙の各選挙区における選

挙権を有する者の総数の 3 分の 1 の数を次のとおり告示します。 

 令和 4 年三重県選挙管理委員会告示第 20 号は、廃止します。 

  令和 4 年 7 月 8 日 

三重県選挙管理委員会委員長  中  西  正  洋   

選挙区名       3 分の 1 の数 

津 市 75,334 

四 日 市 市 84,956 

伊 勢 市 34,916 

松 阪 市 44,244 

桑名市・桑名郡 39,783 

鈴 鹿 市 53,286 

名 張 市 21,634 

尾鷲市・北牟婁郡 9,264 

亀 山 市 13,185 

鳥 羽 市 5,125 

熊野市・南牟婁郡 10,082 

いなべ市・員弁郡 19,177 

志 摩 市 13,911 

伊 賀 市 23,899 

三 重 郡 18,188 

多 気 郡 12,854 

度 会 郡 12,359 
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特 定 調 達 公 告 

                   

 次のとおり一般競争入札を行いますので、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成 7 年三重

県規則第 84 号）第 5 条の規定により公告します。 

  令和 4 年 7 月 8 日 

                         三 重 県 警 察 本 部 長  佐  野  朋  毅   

1  入札に付する事項                                                         

 (1)  購入物品及び数量 

    三重県警察本部で使用する電気（予定使用量）2,586,800ｋＷｈ 

 (2)  購入物品の特質等 

      購入物品の性能等に関し、三重県警察本部長が調達説明書（仕様書）で指定する特質等を有すること。 

 (3)  使用期間 

    令和 4 年 11 月 1 日（火）0 時から令和 5 年 10 月 31 日（火）24 時まで             

 (4)  需要場所                                                                   

      三重県津市栄町一丁目 100 番地 三重県警察本部                                

 (5)  業種 

    官公署（事務所） 

 (6)  供給計画等 

    調達説明書（仕様書）に示すとおり。 

2  入札参加者及び落札者に必要な資格                                     

 (1)  競争入札参加資格                                                           

  ア  当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

  イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 32 号第 1 項各号に掲げる

者でないこと。 

 (2)  落札資格                                                                   

   ア 三重県から入札参加資格（指名）停止を受けている期間中でない者であること。 

   イ 三重県物件関係落札資格停止要綱（以下「落札停止要綱」といいます。）により落札資格停止措置を受

けている期間中である者又は落札停止要綱に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。 

   ウ 三重県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者でないこと。         

    エ 令和 4 年度三重県電力調達に係る環境配慮方針第 6 条に定める落札資格を保有する事業者であること。 

  オ 小売電気事業者（電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第 2 条の 2 の規定に基づく小売電気事業の登

録を受けている者）にあっては供給実績があること（電気事業法第 3 条の規定に基づく一般送配電事業の

許可を受けている者を除く。）。 

3  入札に関する事項 

 (1)  本入札は、電子入札システム（以下「本システム」といいます。）を利用して行いますが、書面により入

札に参加することもできます。 

 (2)  本入札は、開札事務を本システムで行うため、書面により入札に参加する場合であっても、三重県電子調

達システム（物件等）（以下「調達システム」といいます。）の利用登録が必要です。 

   なお、本入札は特定調達（ＷＴＯ）案件であるため、書面により本入札に参加する場合の利用登録申込に

ついては、電子証明書（ＩＣカード）は不要です。 

 (3)  調達システム利用登録者が調達システムにより入札に参加した場合は、書面による本入札への途中変更は

できません。 

 (4)  調達システムの障害等やむを得ない事情が生じた場合は、書面による入札に変更することがあります。 

 (5)  調達システムの運用については、「三重県物件等電子調達システム運用基準」によります。 

4  入札者及び落札候補者に求められる義務                                         

    本入札に参加を希望する者は、事前に調達システムの利用登録申請を行い、(1)に掲げる申請書を令和 4 年

8 月 2 日（火）11 時までに、本システムにより本入札に参加する場合にあっては本システムに登録し、書面に
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より本入札に参加する場合にあっては 5(1)の場所に提出し、入札参加資格確認結果の通知を受けなければな

りません。 

また、落札候補者にあっては、入札実施後に(2)から(5)までの書類を提出してください。落札候補者に求

める書類の提出期限は、令和 4 年 8 月 26 日（金）17 時までとします。ただし、再入札を行う場合は、別途提

出期限を定めます。 

    なお、提出した証明書等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。 

 (1)  三重県物件関係競争入札参加及び落札資格に関する要綱第 4 条第 1 項に定める申請書 

 (2)  消費税及び地方消費税についての「納税証明書（その 3 未納税額のない証明用）」（所管税務署が過去

6 月以内に発行したものです。）の写し（提示可） 

 (3) 三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、｢納税確認書｣（三重県の県税事務所が過去 6

月以内に発行したものです。）の写し（提示可） 

 (4)  電気事業法第 2 条の 2 の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者（小売電気事業者）が、令和 4

年度三重県電力調達に係る環境配慮方針第 6 条に定める落札資格保有者であることを証明する書類 

   なお、新たに令和 4 年度年度三重県電力調達に係る環境配慮方針第 6 条に定める落札資格を得ようとする

者は、同方針第 5 条に基づく「三重県環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書」を下記の部局まで提出

し、落札候補者に求める書類提出の締切日時までに判定を得ること。 

  【提出部局】 

   三重県環境生活部地球温暖化対策課地球温暖化対策班 

   電話 059-224-2368  ファクシミリ 059-229-1016 

 (5) 供給実績があることを証明する書類 

5  入札手続等に関する事項 

 (1) 担当所属 

    〒514-8514 三重県津市栄町一丁目 100 番地 

    三重県警察本部警務部会計課調達係 担当 西岡 

電話 059-222-0110（内線）2265  ファクシミリ 059-226-9917  電子メール eckenkei@pref.mie. 

jp 

 (2) 契約条項を示す場所 

     (1)に同じ。 

 (3) 調達システム担当部局 

      〒514-8570 三重県津市広明町 13 番地 

      三重県出納局会計支援課企画支援班 システム担当 

      電話 059-224-2785/2787  ファクシミリ 059-224-2784 

 (4)  調達説明書（仕様書）の配布方法 

      本公告日から令和 4 年 8 月 2 日（火）まで調達システムにより提供します。 

 (5) 入札参加資格確認結果の通知 

    ① 本システムによる競争入札参加資格確認申請の場合、令和 4 年 8 月 9 日（火）までに本システム上で通

知を行います。 

  ② 書面による競争入札参加資格確認申請の場合、令和 4 年 8 月 9 日（火）までに通知書を発送します。 

 (6) 入札書提出の日時及び場所 

   ア 調達システムによる入札書受付期間は、以下のとおりです。 

        入札参加資格確認結果の通知の日から令和 4 年 8 月 22 日（月）13 時まで 

    イ 書面により本入札に参加する場合は、一般書留又は簡易書留により、調達案件名を朱書きの上、津塔世

橋郵便局留めで郵送してください。 

         提出締切日時 令和 4 年 8 月 22 日（月）13 時 

        なお、入札書は令和 4 年 8 月 15 日（月）から同月 22 日（月）13 時までの間に到着するように郵送し

てください。 

     送付先 

        〒514-0004 三重県津市栄町一丁目 850 番地 

     宛 先 津塔世橋郵便局留め 

     受取人 三重県警察本部警務部会計課調達係 
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        案件名 三重県警察本部で使用する電気（単価契約）入札書在中 

 (7) 開札の日時及び場所 

     日時 令和 4 年 8 月 22 日（月）13 時 15 分 

   場所 三重県津市栄町一丁目 100 番地  

      三重県警察本部入札室 

      入札書を提出された事業者で開札への立会いを希望される場合は、令和 4 年 8 月 15 日（月）15 時までに

(1)の場所へ連絡してください。 

   なお、立会いをする方は、入札参加資格確認結果の通知（証明書等審査結果通知書）（写し可）を持参し

てください。 

 (8) 入札方法等に関する事項 

  ア 入札書の記載 

       入札書の記載に当たっては、消費税及び地方消費税を含めた金額（当該金額に 1 円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てた金額）を記載するものとします。 

  イ 入札保証金 

       入札保証金は、入札価格の 100 分の 5 以上の額とします。ただし、三重県会計規則（平成 18 年三重県

規則第 69 号。以下「規則」といいます。）第 67 条第 2 項各号のいずれかに該当する場合は、免除しま

す。 

  ウ 契約保証金 

       契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 以上の額とします。ただし、会社更生法（平成 14 年法律第 154

号）第 17 条の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者又は民事再

生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立て

をされている者（以下これらの者を「更生（再生）手続中の者」といいます。）のうち三重県建設工事等

入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者（会社更生法第 199 条第 1 項の更生計画の認可又は民事再生

法第 174 条第 1 項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限ります。）が契約の相手方となるときは、

納付する契約保証金の額は、契約金額の 100 分の 30 以上とします。 

    また、規則第 75 条第 4 項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除します。ただし、規則

第 75 条第 4 項第 1 号、第 2 号又は第 4 号に該当するときを除き、更生（再生）手続中の者については、

契約保証金を免除しません。 

      なお、契約保証金の免除を判断するため、過去 3 年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結

し、当該契約を履行した実績の有無を示す証明書の提出を求める場合があります。 

  エ 落札者の決定方法 

    落札者は、本公告に示した業務を履行できると三重県警察本部長が判断した入札者であって、規則第

65 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とし

ます。 

  オ 入札の無効 

       本公告に示した入札参加者及び落札者に必要な資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者並びに規則第 71 条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は、無効とします。 

6  その他 

 (1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 

     日本語及び日本国通貨に限ります。 

 (2) 契約書作成の要否                                                   

     要                                                              

 (3) 入札の中止等 

     天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは、本入札を延期又は中止す

ることがあります。 

      また、入札者が 1 者だけの場合は、本入札を中止することがあります。 

      なお、上記の場合における費用は、入札者の負担とします。 

 (4) 苦情申立て 

      参加資格の確認その他の手続に不服がある場合は、指定した発注機関の長に対して苦情申立てを行うこと

ができます。 
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   なお、政府調達に関する協定違反と判断される調達に関する苦情申立ては、政府調達に関する苦情の処理

手続（平成 26 年三重県告示第 292 号）に基づき、三重県政府調達苦情検討委員会（連絡先：出納局出納総

務課（三重県政府調達苦情検討委員会事務局）、電話 059-224-2771）に行うことができます。 

   本件調達手続において、政府調達協定に係る苦情の申立てがあり、三重県政府調達苦情検討委員会が契約

締結の停止等を要請した場合は、本件調達手続の停止等を行うことがあります。 

 (5) 申請書又は提出書類に虚偽の記載をした場合は、不誠実な行為とみなし三重県物件関係落札資格停止要綱

に基づく落札資格停止を行うことがあります。 

 (6) 本入札及び契約締結後において、不正又は不誠実な行為が判明した場合は落札資格停止、契約解除等の厳

正な措置を講じます。  

 (7) 本入札に係る詳細は、調達説明書（仕様書）によります。 

7  Summary 

 (1)  Nature and Quantity of the Products to be Purchased： 

Electricity (approx. 2,586,800kWh) to be used in the main buildings of the Mie Prefectural      

Police Headquarters 

(2) Supply period: 

   From 0:00 A.M. on Tuesday, November 1, 2022 to 12:00 P.M. on Tuesday, October 31, 2023. 

 (3) Supply place: 

   Main buildings of the Mie Prefectural Police Headquarters 

(4)  Bid submission Deadline: 

      (Electronic submission via the internet) 

      Bids submitted electronically must be received by 1:00 P.M. on Monday, August 22, 2022.  

      (Submission by registered mail) 

Bids submitted by registered mail must be received at the appointed post office between 

Monday, August 15, 2022 and 1:00 P.M. on Monday, August 22, 2022. 

 (5)  Date and Time for the Open Bidding： 

     The meeting for the open bidding will begin promptly at 1:15 P.M on Monday, August 22, 2022. 

 (6)  Managing Authority： 

    Finance Division, Police Administration Department, Mie Prefectural Police Headquarters 

1-100 Sakae-machi, Tsu City, Mie Prefecture 514-8514 Japan 

      TEL:059-222-0110 EXT. 2265 

 

 次のとおり一般競争入札を行いますので、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成 7 年三重

県規則第 84 号）第 5 条の規定により公告します。 

  令和 4 年 7 月 8 日 

                         三 重 県 警 察 本 部 長  佐  野  朋  毅   

1  入札に付する事項                                                         

 (1)  購入物品及び数量 

    三重県運転免許センターで使用する電気（予定使用量）1,109,900ｋＷｈ 

 (2)  購入物品の特質等 

      購入物品の性能等に関し、三重県警察本部長が調達説明書（仕様書）で指定する特質等を有すること。 

 (3)  使用期間 

    令和 4 年 10 月 1 日（土）0 時から令和 5 年 9 月 30 日（土）24 時まで             

 (4)  需要場所                                                                   

      三重県津市垂水 2566 番地 三重県運転免許センター                                

 (5)  業種 

    官公署（事務所） 

 (6)  供給計画等 

    調達説明書（仕様書）に示すとおり。 

2  入札参加者及び落札者に必要な資格                                     

 (1)  競争入札参加資格                                                           
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  ア  当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

  イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 32 号第 1 項各号に掲げる

者でないこと。 

 (2)  落札資格                                                                   

   ア 三重県から入札参加資格（指名）停止を受けている期間中でない者であること。 

   イ 三重県物件関係落札資格停止要綱（以下「落札停止要綱」といいます。）により落札資格停止措置を受

けている期間中である者又は落札停止要綱に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。           

   ウ 三重県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者でないこと。         

    エ 令和 4 年度三重県電力調達に係る環境配慮方針第 6 条に定める落札資格を保有する事業者であること。 

  オ 小売電気事業者（電気事業法（昭和 39 年法律 170 号）第 2 条の 2 の規定に基づく小売電気事業の登録

を受けている者）にあっては供給実績があること（電気事業法第 3 条の規定に基づく一般送配電事業の許

可を受けている者を除く。）。 

3  入札に関する事項 

 (1)  本入札は、電子入札システム（以下「本システム」といいます。）を利用して行いますが、書面により入

札に参加することもできます。 

 (2)  本入札は、開札事務を本システムで行うため、書面により入札に参加する場合であっても、三重県電子調

達システム（物件等）（以下「調達システム」といいます。）の利用登録が必要です。 

   なお、本入札は特定調達（ＷＴＯ）案件であるため、書面により本入札に参加する場合の利用登録申込に

ついては、電子証明書（ＩＣカード）は不要です。 

 (3)  調達システム利用登録者が調達システムにより入札に参加した場合は、書面による本入札への途中変更は

できません。 

 (4)  調達システムの障害等やむを得ない事情が生じた場合は、書面による入札に変更することがあります。 

 (5)  調達システムの運用については、「三重県物件等電子調達システム運用基準」によります。 

4  入札者及び落札候補者に求められる義務                                         

    本入札に参加を希望する者は、事前に調達システムの利用登録申請を行い、(1)に掲げる申請書を令和 4 年

8 月 2 日（火）11 時までに、本システムにより本入札に参加する場合にあっては本システムに登録し、書面に

より本入札に参加する場合にあっては 5(1)の場所に提出し、入札参加資格確認結果の通知を受けなければな

りません。 

また、落札候補者にあっては、入札実施後に(2)から(5)までの書類を提出してください。落札候補者に求

める書類の提出期限は、令和 4 年 8 月 26 日（金）17 時までとします。ただし、再入札を行う場合は、別途提

出期限を定めます。 

    なお、提出した証明書等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。 

 (1)  三重県物件関係競争入札参加及び落札資格に関する要綱第 4 条第 1 項に定める申請書 

 (2)  消費税及び地方消費税についての「納税証明書（その 3 未納税額のない証明用）」（所管税務署が過去

6 月以内に発行したものです。）の写し（提示可） 

 (3) 三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、｢納税確認書｣（三重県の県税事務所が過去 6

月以内に発行したものです。）の写し（提示可） 

 (4)  電気事業法第 2 条の 2 の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者（小売電気事業者）が、令和 4

年度三重県電力調達に係る環境配慮方針第 6 条に定める落札資格保有者であることを証明する書類 

   なお、新たに令和 4 年度年度三重県電力調達に係る環境配慮方針第 6 条に定める落札資格を得ようとする

者は、同方針第 5 条に基づく「三重県環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書」を下記の部局まで提出

し、落札候補者に求める書類提出の締切日時までに判定を得ること。 

  【提出部局】 

   三重県環境生活部地球温暖化対策課地球温暖化対策班 

   電話 059-224-2368  ファクシミリ 059-229-1016 

 (5) 供給実績があることを証明する書類 

5  入札手続等に関する事項 

 (1) 担当所属 

    〒514-8514 三重県津市栄町一丁目 100 番地 

    三重県警察本部警務部会計課調達係 担当 西岡 
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   電話 059-222-0110（内線）2265  ファクシミリ 059-226-9917  電子メール eckenkei@pref.mie. 

jp 

 (2) 契約条項を示す場所 

     (1)に同じ。 

 (3) 調達システム担当部局 

      〒514-8570 三重県津市広明町 13 番地 

      三重県出納局会計支援課企画支援班 システム担当 

      電話 059-224-2785/2787  ファクシミリ 059-224-2784 

 (4)  調達説明書（仕様書）の配布方法 

      本公告日から令和 4 年 8 月 2 日（火）まで調達システムにより提供します。 

 (5) 入札参加資格確認結果の通知 

    ① 本システムによる競争入札参加資格確認申請の場合、令和 4 年 8 月 9 日（火）までに本システム上で通

知を行います。 

  ② 書面による競争入札参加資格確認申請の場合、令和 4 年 8 月 9 日（火）までに通知書を発送します。 

 (6) 入札書提出の日時及び場所 

   ア 調達システムによる入札書受付期間は、以下のとおりです。 

        入札参加資格確認結果の通知の日から令和 4 年 8 月 22 日（月）13 時まで 

    イ 書面により本入札に参加する場合は、一般書留又は簡易書留により、調達案件名を朱書きの上、津塔世

橋郵便局留めで郵送してください。 

         提出締切日時 令和 4 年 8 月 22 日（月）13 時 

        なお、入札書は令和 4 年 8 月 15 日（月）から同月 22 日（月）13 時までの間に到着するように郵送し

てください。 

     送付先 

        〒514-0004 三重県津市栄町一丁目 850 番地 

     宛 先 津塔世橋郵便局留め 

     受取人 三重県警察本部警務部会計課調達係 

        案件名 三重県運転免許センターで使用する電気（単価契約）入札書在中 

 (7) 開札の日時及び場所 

     日時 令和 4 年 8 月 22 日（月）13 時 30 分 

   場所 三重県津市栄町一丁目 100 番地  

      三重県警察本部入札室 

      入札書を提出された事業者で開札への立会いを希望される場合は、令和 4 年 8 月 15 日（月）15 時までに

(1)の場所へ連絡してください。 

   なお、立会いをする方は、入札参加資格確認結果の通知（証明書等審査結果通知書）（写し可）を持参し

てください。 

 (8) 入札方法等に関する事項 

  ア 入札書の記載 

       入札書の記載に当たっては、消費税及び地方消費税を含めた金額（当該金額に 1 円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てた金額）を記載するものとします。 

  イ 入札保証金 

       入札保証金は、入札価格の 100 分の 5 以上の額とします。ただし、三重県会計規則（平成 18 年三重県

規則第 69 号。以下「規則」といいます。）第 67 条第 2 項各号のいずれかに該当する場合は、免除しま

す。 

  ウ 契約保証金 

       契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 以上の額とします。ただし、会社更生法（平成 14 年法律第 154

号）第 17 条の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者又は民事再

生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立て

をされている者（以下これらの者を「更生（再生）手続中の者」といいます。）のうち三重県建設工事等

入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者（会社更生法第 199 条第 1 項の更生計画の認可又は民事再生
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法第 174 条第 1 項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限ります。）が契約の相手方となるときは、

納付する契約保証金の額は、契約金額の 100 分の 30 以上とします。 

また、規則第 75 条第 4 項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除します。ただし、規則

第 75 条第 4 項第 1 号、第 2 号又は第 4 号に該当するときを除き、更生（再生）手続中の者については、

契約保証金を免除しません。 

      なお、契約保証金の免除を判断するため、過去 3 年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結

し、当該契約を履行した実績の有無を示す証明書の提出を求める場合があります。 

  エ 落札者の決定方法 

    落札者は、本公告に示した業務を履行できると三重県警察本部長が判断した入札者であって、規則第

65 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とし

ます。 

  オ 入札の無効 

       本公告に示した入札参加者及び落札者に必要な資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者並びに規則第 71 条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は、無効とします。 

6  その他 

 (1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 

     日本語及び日本国通貨に限ります。 

 (2) 契約書作成の要否                                                   

     要                                                              

 (3) 入札の中止等 

     天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは、本入札を延期又は中止す

ることがあります。 

      また、入札者が 1 者だけの場合は、本入札を中止することがあります。 

      なお、上記の場合における費用は、入札者の負担とします。 

 (4) 苦情申立て 

      参加資格の確認その他の手続に不服がある場合は、指定した発注機関の長に対して苦情申立てを行うこと

ができます。 

   なお、政府調達に関する協定違反と判断される調達に関する苦情申立ては、政府調達に関する苦情の処理

手続（平成 26 年三重県告示第 292 号）に基づき、三重県政府調達苦情検討委員会（連絡先：出納局出納総

務課（三重県政府調達苦情検討委員会事務局）、電話 059-224-2771）に行うことができます。 

   本件調達手続において、政府調達協定に係る苦情の申立てがあり、三重県政府調達苦情検討委員会が契約

締結の停止等を要請した場合は、本件調達手続の停止等を行うことがあります。 

 (5) 申請書又は提出書類に虚偽の記載をした場合は、不誠実な行為とみなし三重県物件関係落札資格停止要綱

に基づく落札資格停止を行うことがあります。 

 (6) 本入札及び契約締結後において、不正又は不誠実な行為が判明した場合は落札資格停止、契約解除等の厳

正な措置を講じます。  

 (7) 本入札に係る詳細は、調達説明書（仕様書）によります。 

7  Summary 

 (1)  Nature and Quantity of the Products to be Purchased： 

Electricity (approx. 1,109,900kWh) to be used in the main buildings of the Driver’s license 

Center, Mie prefectural police 

(2) Supply period: 

   From 0:00 A.M. on Saturday, October 1, 2022 to 12:00 P.M. on Saturday, September 30, 2023. 

 (3) Supply place: 

   Main buildings of the Driver’s license Center, Mie prefectural police 

(4)  Bid submission Deadline: 

      (Electronic submission via the internet) 

      Bids submitted electronically must be received by 1:00 P.M. on Monday, August 22, 2022.  

      (Submission by registered mail) 
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Bids submitted by registered mail must be received at the appointed post office between 

Monday, August 15, 2022 and 1:00 P.M. on Monday, August 22, 2022. 

 (5)  Date and Time for the Open Bidding： 

     The meeting for the open bidding will begin promptly at 1:30 P.M on Monday, August 22, 2022. 

 (6)  Managing Authority： 

    Finance Division, Police Administration Department, Mie Prefectural Police Headquarters 

1-100 Sakae-machi, Tsu City, Mie Prefecture 514-8514 Japan 

      TEL:059-222-0110 EXT. 2265 
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発行  三  重  県 

三重県津市栄町 1 丁目 891 

三重県総務部法務・文書課 

電話 059-224-2163 

三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡ https://www.pref.mie.lg.jp/ 
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